
組合員の生活を守るための給付や保障！
仲間を助け、支え合い、皆で難局を乗り切りろう！

２０２２年８月１日 No.１５East Japan Railway Workers’ Union

現在、第７波として感染が拡大していますが、予防をしていても生活や業務を行っている以

上、感染リスクは避けられません。
もし組合員の皆さんが感染した場合、組合員の生活を支えるための「お見舞金」、また「Ｊ

Ｒ総連総合共済」や「ＪＲセット」では共済金の給付対象になります。忘れず申請をお願いし
ます。詳しくは分会の共済担当者、又は支部・地本にお問い合わせください

◆「お見舞金」
・対 象 組合員（本人）、ＯＢ会員（本人）
・お見舞金 １０，０００円
・期 間 当面の間
・条 件 ＰＣＲ検査で陽性と診断され療養した組合員
・連絡先 分会または支部・地本にご連絡ください

◆「ＪＲ総連総合共済」 ※共済加入者本人
・共済種目 傷病給付
・条 件 １４日以上３０日未満休業したとき
・共済金額 １０，０００円
・提出書類 「共済給付申請書兼証明書」と「傷病休業証明書（会社が証明するもの）」

◆「ＪＲセット共済」 ※共済加入者本人
・共済金額 入院一日あたり１０００円（※自宅療養期間も入院とみなします）
・提出書類 「共済金請求書」、「個人情報の取得・提供に関する同意書」、「自治体が

発行するコロナ感染の証明書」
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